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研究成果の概要（和文）： 本研究の目的は、1）鳥取・岡山両県の県境に位置する人形峠におけるウラン鉱山か
ら排出された放射性廃棄物（ウラン残土）残置問題の解決過程の分析、2）これまでの産業廃棄物の不法投棄事
件との異同を明確化すること、3）放射性廃棄物の保管・処理や移動・撤去をめぐる地域紛争の現状と政策課題
を明らかにすること、である。
 とくに福島原発の事故以降、各地で放射性廃棄物の中間貯蔵施設建設・立地をめぐって地域紛争が生じている
状況に対し、残置状態から完全撤去へと至った人形峠ウラン残土問題の解決過程を踏まえて分析し、コミュニテ
ィ再生の重要性とその政策課題について明らかにした。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this research is 1) Analysis of the solution process of the 
problem of radioactive waste discharged from the uranium mine at Ningyo-toge, 2)Clarification of the
 difference from the illegal dumping of industrial waste cases, and 3) Clarifying the policy matters
 of a regional conflict concerning radioactive waste.
  In particular, after the Accident at the Fukushima Nuclear Power Plant, many areas hold a regional
 conflicts concerning radioactive waste.Based on this study, 
community regeneration and its policy issues are important for the regional conflict's being solved.

研究分野： 財政学・地方財政論

キーワード： 人形峠　ウラン残土　不法投棄　原発災害　復興行財政　コミュニティ再生

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　人形峠の事例分析を踏まえ、汚染土壌の処理や管理をめぐる合意形成だけでなく、コミュニティ再生の重要性
を明らかにした。こうした分析を踏まえ、豊島不法投棄事件の原状回復事業の実態から、①当初の予定通りに環
境浄化が進まず、原状回復事業が予定期間を超えて、さらなる時間と費用が必要であること、②原状回復のみな
らず、地域再生やコミィニティ再生が大きな課題になっていること、③有害性・不確実性・被害の長期性という
点で、放射性廃棄物問題との共通性が多々あること、が明らかになった。
　この視点を踏まえ、福島県南相馬市小高区の実態分析を行い、コミュニティ再生への行政支援と財政措置の重
要性および政策課題を析出できた。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
  
 
１。研究開始当初の背景 
福島県内において実施されている除染作業に伴って、放射性物質に汚染された大量の廃棄物

が生じ、この保管や中間貯蔵のための施設立地と建設をめぐって地域紛争が生じている。こうし
た中間貯蔵施設の建設経費は 1～2 兆円にまで膨れ上がるとされている。環境省はこうした廃棄
物を「指定廃棄物」と位置づけ、これまでの廃棄物とは一線を画するものとして規定し、対処し
ている（放射性物質汚染対処特措法特措法）。こうした放射性廃棄物をめぐる地域紛争や費用負
担問題をいかにして解決を図るのかが、重要な政策課題となっている。こうした放射性廃棄物の
保管や移動・処理をめぐって地域紛争が生じた我が国で最初の事例が、人形峠ウラン残土問題で
あり、この事例を分析することにより、放射性廃棄物をめぐる適切な政策対応への示唆を引き出
すことが可能となる。 
 研究代表者（関）はこれまで、廃棄物政策に関連した行財政分析（具体的には「地方自治体に
よる産業廃棄物処理への「公共関与」政策の分析と評価」（環境省廃棄物処理等科学研究費補助
金（2006－2007 年）に基づく研究など）のほか、不法投棄の原状回復事業費用と地方財政負担
に関する研究や、不法投棄された廃棄物の撤去をめぐる公共部門の関与、廃棄物処理施設建設・
立地に関連した研究を展開してきた。 

3。11 以降の廃棄物処理をめぐる事態に直面し、これまで不法投棄事案において発生した廃棄
物の保管・移動・処理・撤去をめぐる地域紛争（具体的には、環境リスクへの評価の違いから、
現地での残置や現地処理を求める行政・企業等と、移動・撤去を求める地域住民の間の紛争）と
共通の構図が生じており、さらにこうした事態への政策対応を考える上で、放射性廃棄物特有の
性格を解明することの緊急性を認識するに至った。こうした分析の突破口として、国内では初め
ての放射性廃棄物の地域紛争事例である鳥取・岡山県境の人形峠のウラン残土問題を参照事例
に放射性廃棄物をめぐる政策課題を明らかにしようとした。 
 
 
２。研究の目的 
本研究の目的は、1）鳥取・岡山両県の県境に位置する人形峠におけるウラン鉱山から排出さ

れた放射性廃棄物（ウラン残土）残置問題の解決過程の分析、2）これまでの産業廃棄物の不法
投棄事件との異同を明確化すること、3）放射性廃棄物の保管・処理や移動・撤去をめぐる地域
紛争の現状と政策課題を明らかにすること、である。 
 より具体的には、１）人形峠ウラン残土問題の解決過程の詳細を明らかにすること、２）不法
投棄事案における撤去（香川県豊島）までの過程との比較を行うこと、３）これらを踏まえ福島
における放射性廃棄物にかかわる地域問題についての政策的示唆を整理することの三点である。 
 
 
３。研究の方法 
 研究目的の即した研究の具体的方法は以下のとおりである。 
１）人形峠事案について、すでに運動側での記録は一定整理されていることから、行政側資料お
よび訴訟資料を中心に所在確認・蒐集することで人形峠のウラン残土撤去に至るまでの経緯に
関する基礎調査を行なう。 
２）香川県豊島不法投棄事件についての追加・補充調査によって最新状況をフォローし、放射性
廃棄物特有の解決の困難さと対比し分析する。 
３）以上の分析を踏まえ、福島県における放射性廃棄物をめぐる地域の実態と政策課題を分析す
る。 
 
 
４。研究成果 
 研究成果の第一は、1）鳥取・岡山両県の県境に位置する人
形峠におけるウラン鉱山から排出された放射性廃棄物（ウラン
残土）残置問題の解決過程の分析に関して、資料の収集とリス
トアップ化により、解決過程の検証に向けた基礎作業を完了す
ることができた。 
 
第二に、2）これまでの産業廃棄物の不法投棄事件との異同

を明確化することに関して、香川県・豊島不法投棄事件の現場
における原状回復事業の進展状況に関して実態分析を行ない、
①当初の予定通りの環境浄化が必ずしも実現しておらず、原状
回復のための事業がいまなお継続され、さらなる時間と費用が
必要となっていること、②環境の回復のみならず、地域全体の
再生も大きな課題になっていること、③有害性・不確実性・被
害の長期性という点で、放射性廃棄物との共通性があること、
以上の三点が明らかになった。 

写真 1：不法投棄現場の現状 



香川県・豊島不法投棄事件は、日本の廃棄物政策を大きく変え
た重大事件である。1970 年代の終わりから、ミミズの養殖を行
うという名目で操業していた豊島観光開発という業者が、関西
圏から 10 年以上にわたって大量の廃棄物を島に受け入れ続け
た。持ち込まれた廃棄物の主なものは、廃棄された自動車を粉々
に砕き、そこから鉄や金属類を取り除いて残ったプラスチック、
ゴム、およびガラスが混じったシュレッダーダストであった。脱
法的な取引で集められた廃棄物の野焼きや不法投棄が続き、よ
うやくそれらが止まったのは 1990 年であった。その結果、島に
はダイオキシンを含む膨大な有害廃棄物が 50 万トン以上残さ
れ、不法投棄された土地をもとの姿に戻そうにも、投棄した業者
は倒産し、業者に廃棄物を渡した排出事業者も特定できないた
め膠着状態に陥った。2000 年になって、国と香川県の負担によ
って島からこれら廃棄物を全量撤去し、隣接する直島で処理す
ることがようやく決まり、2017 年 3 月にすべての廃棄物が島か
ら撤去された。原状回復事業全体ではおよそ 560 億円以上が費や
された。 
しかし、不法投棄現場では、周辺の土壌も含めて深刻な汚染を

もたらしており、廃棄物の除去・撤去だけでなく、土壌や排水の浄化、植生回復といった周辺環
境をもとに戻すための作業も必要になっている（写真）。これには長期間にわたって膨大な費用
がかかり、撤去後も原状回復のための事業が継続しており、一部事業の実施期間が延長されてい
る。さらには島の地域社会全体の再生、コミュニティ再生も大きな課題となっている。 
 
 
 第三に、3）放射性廃棄物の保管・処理や移動・撤去をめぐる地域紛争の現状と政策課題を明
らかにすることに関して、放射性廃棄物による汚染土壌問題を抱えつつ、帰還者が地域再生に取
り組んでいる福島県南相馬市小高区において実態分析を行った。福島県における実態分析にあ
たって、人形峠や香川県豊島の事例分析を踏まえ、汚染土壌の撤去のみならず、コミュニティ再
生の重要性が明らかになった。 
この視点を踏まえ、福島県南相馬市小高区の実態分析を行った結果、コミュニティ再生への行

政支援と財政措置の重要性と政策課題を析出することができた。具体的には、①基金など、執行
期間・使途に関して柔軟な財源の拡充、②予算の使途の決定権限の委譲など自治体内分権の重要
性、③加害企業である東電からの財源調達の必要性、である。 
 

 まず分析の前提となった南相馬市のコミュニティ再生支援の現状と仕組みを概観する。図 1は
南相馬市の行政および地域組織の編成、それぞれの段階に対応した財源・予算を示したものであ
る。ここに示されている「行政区」「まちづくり委員会」「地域自治区」という地域組織の編成に
ついて、それぞれの活動の財源や予算を中心にみていこう。 
まず地域組織の基礎単位としての「行政区」である。集落や自治会に相当する地域単位で、小

高区には 39 あるが、うち 3 行政区に居住者がいない。行政区は、震災前には各戸から徴収する
区費を財源として地域の活動を行っていたものの、震災後は減額しているか、または徴収できな
いところも多い。行政区によっては集会施設に対する東電からの財物賠償を活動費に充ててい
るケースもある。現在、行政区における清掃・草刈やサロン事業などの活動にたいして復興庁予
算である被災者支援総合交付金を財源として南相馬市から、1 行政区あたり 10～20 万円の活動
費補助が行なわれ、これらは「地域の絆づくり支援事業」と呼ばれている。 
これら行政区が複数まとまり、小学校区単位を基本として編成された地域組織が「まちづくり

委員会」である（図 1）。小高区においては昭和の大合併前の町村の地域単位でまちづくり委員
会が編成されてはいるが、この組織自体は、平成の大合併後の 2007～2008 年に立ち上げられた
比較的新しいものである。まちづくり委員会は、小学校区単位にある行政区によって構成され、
小高区では中部、西部、東部の 3つが編成されている。まちづくり委員会として事業を行う場合
には、年間 100 万円を上限に市にたいして事業補助を申請することができ、市の担当課が申請内
容を審査して交付する。この財源には、南相馬市役所が管理する地域振興基金が充てられる。  
さらに広域に、平成の大合併前の市町単位で編成されているのが、鹿島区、原町区、小高区と

いう地域自治区（図 1）である。この地域自治区は、市町村合併後の自治体内分権を担保する地
域組織として、地方自治法上に位置付けられたものである。行政組織として区役所が設置されて
いるほか、地域住民の意見を反映するための地域協議会が置かれている。南相馬市においては、
とくに当該地域にかかわる事項について、議会に諮る前にここで諮問・審議する場合が多く、概
ね月一度開催されている。この地域協議会が強い予算権限を持つ財源として、自治振興基金があ
る。平成の大合併以前の旧市町が持っていた財政調整基金がその原資であり、自治振興基金条例
によるとその使途は「自治区内の特色あるまちづくりの推進について特に必要と認める事業」な
どが挙げられている。この基金を取り崩して事業に充当する場合は、事務局である区役所から地

写真 2：住民が管理している

資料館内部の展示 



域協議会へ諮問し、了承を得る必要がある。 
 

 以上、南相馬市における地域組織の編成と各段階に対応した財源・予算についてみてきた。行
政区という地域組織を基本にしつつ、まちづくり委員会などもコミュニティ活動を展開してお
り、復興庁予算（被災者支援総合交付金）を財源とした市による事業補助制度（地域の絆づくり
支援事業補助金）や地域振興基金がこれら活動を支えていた。また、地域自治区単位での自治振
興基金などにみられるように、平成の大合併前の行政単位での財源・予算権限が一部残され、自
治体内分権が一定機能しているようにみえる。 
 しかし、放射性廃棄物の処理・保管をめぐる問題解決を考えるうえで不可欠なコミュニティ再
生を支援するうえで、以下の課題が指摘できる。 
第 1 の課題は、コミュニティ再生や地域づくりの継続性確保のための財源と予算制度の確立

である。とくに地域づくりに取り組む際の財源確保や予算権限という点で、補助金が単年度であ
るため、市役所の担当部署を通じて復興庁への申請・報告といった作業が毎年必要となるうえに、
次年度の事業の継続性が担保できないこと、申請・審査・交付という一連の手続きに時間がかか
り、採択の可否についての不安を抱えながら企画の準備に着手しなければならないこと、事業補
助であるがゆえに恒常的な組織運営、継続的で安定的な人員体制の構築のための十分な財源が
確保できないことなどである。これらの課題を克服し、地域づくりの継続性を担保するための財
源と予算制度の確立に向け、年度をまたぐ執行が比較的容易な基金の形態をとること、さらには
予算・使途決定の裁量を現場に持たせることが必要となる 
第 2 の課題は、市役所と行政区の間にある地域組織―地域自治区とまちづくり委員会―の機

能強化=自治体内分権の強化である。地域の選択によっては継続的で安定した人員体制をとるこ
とを可能にするべく、現在の事業費補助に限定した予算措置だけでなく、恒常的な組織運営や人
件費支出なども含めた予算編成の権限付与と財源の確保を検討すべきである。 
第 3に、財源調達について、原発災害によって引き起こされたコミュニティの破壊という点に

鑑みて、東電の賠償・負担による財源調達を視野に入れるべきである。東電はこれまで、一部地
域にたいして失われた区費収入や集会所への財物賠償を支払っている。今後東電にさらなる負
担・拠出を求め、コミュニティ再生や地域づくりに充てることのできる大規模な基金の造成とそ
の制度化も検討すべきだろう。 

図 1：南相馬市における地域組織の編成と対応する予算・財源 
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